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ボボーーダダレレススアアーートト教教室室  

「「わわんんだだーーぼぼっっくくすす」」後後期期がが開開講講  
 

 

 

 

 

 
 
 
きらりと光る個性を発掘 

障がいのある・ないの垣根を取り払い、知

的障がい者のきらりと光る個性やオリジナリ

ティをアートで発揮する｢わんだーぼっくす｣。 

5 月からスタートしたこの教室では小中学

校や府立支援学校の生徒さん、障がい者通所

施設利用者など１2 名が毎月土曜日の 2 回楽

しく受講しています。 

 
12 月にボーダレスアートフェスタ開催予定 

生徒のみなさんは水彩画はもちろん、自画

像やランプシェード、掛軸制作にも挑戦。 

作品展示やワークショップを中心としたボ

ーダレスアートフェスタをフェスタヒューマ

ンライツ（12 月 2 日開催）とあわせて開催

予定です。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 各種基金事業採択、後援も決定 

後期からは定員を 15 名へ拡大、新規受講

生も募集します。 

また、WAKWAK のボーダレスアートとい

う新しい分野事業を評価いただき、6 月には

大阪府の福祉基金地域福祉振興助成、高槻市

社会福祉協議会の善意銀行預託金払出事業に

それぞれ採択いただきました。 

又、高槻市・市教育員会・社会福祉協議会

の後援も決定しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

 

 

  発行  

    代表理事  岡本 茂 
〒５６９  高槻市富田町２丁目 13-8 

         -0814                 ハイツ白菊１F   
TEL/FAX  072－693－9005 

Ｅ-ｍａｉｌ：ｊ ｉｎｋｅｎ＠ba .wakwak .com 

URL：http ://wak2 . j imdo.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：10 月 13 日（土）・27 日（土） 
      午前 10 時～11 時半 
場 所：富田青少年交流センター2 階 
定 員：各 15 名（定員を上まわった場合は

抽選となります） 
締切日：10 月 3 日（水）午後 5 時まで 
参加費：500 円 
対象者：小学生以上（介助者が必要な方は介

助者の付き添いをお願いします） 
 *詳細は同封チラシをご参照ください。 
 
後期は 11 月 10 日（土）から開講し

ます。11 月～3 月の月 2 回土曜日開催。
定員 15 名で締切りは 10 月 31 日（水）。
受講料は 3,000 円（月額）です。 

 

 

 
 



 

 

                            
  

 
認知症高齢者・親亡 

き後の障がい者の財産 
管理、生活の安心、権 
利擁護のための成年後 
見制度について６月 
26 日に学習会を開催 
しました。 
学習会には 70 名が 

参加。リーガルサポー 
ト大阪支部の馬場雅貴 
司法書士さんから｢成年 
後見制度｣についてわか 
りやすく説明いただき 
ました。 
今回の学習会は社福 

つながり・つながり後援会との共催。又、高
槻市長寿生きがい課からも市民後見人養成事
業について説明いただきました。 
以下、学習会の要約です。責任は編集部に

あります。 

 
 
 

 
 
 
 

私たちは司法書士ですが、リーガルサポー

トという団体に加盟しています。法務省の認

可を受けた司法書士の団体です。成年後見業

務という公益的な業務をするために別の公益

社団法人をつくってそこに加盟して成年後見

業務をしています。 

みなさんから「後見人が必要だ」「親族から

の候補者がいない」場合に、家庭裁判所が我々

の名簿の中から推薦します。司法書士会、弁

護士会、社会福祉士会の団体も同様な形をと

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、老後を過ごす時に何が心配です

か。体の健康ですよね。もう一つは健康な心

と精神です。 

一番目は自分の健康（身体）と財産、お金。 

二つ目に、家族の看護や介護、扶養。 

三つ目は、亡くなった後の心配です。 

そんなに自分には財産がないといっても

「相続で子どもたちに争いが起きないか」「自

分が死んだ後、葬儀は誰がやってくれるのか」

「兄弟は遠方にいて、お互い高齢やし来てく

れるやろか」。または、「世話をかけたくない」

とかで葬儀の事も心配になります。 

これは、おそらくみなさん共通の心配事だ

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

成年後見制度は介護保険制度と同時に平成

12 年 4 月 1 日にスタートしました。 

頭の方はしっかりしているけれども身体的

機能が低下した場合の介護・見守りは介護保

険制度が役割を果たします。 

一方で、判断能力が低下した場合のお金の

管理やご本人の身上監護をするのが成年後見

人であって、その基本となるのが成年後見制

度です。 

成年後見人というのが家庭裁判所から選ば

て財産管理や身上監護をします。法定代理人

ともいわれます。 

□□タタウウンンススペペーーススWWAAKKWWAAKKラライイフフササポポーートト事事業業  □□■■□□わわたたししららししくく生生ききるる  

「成年後見制度 遺言のイロハから学ぶ」学習会 

「成年後見制度って何なの―成年後見人の
できること、できないこと」 

        講師 馬場雅貴司法書士 

リーガルサポートとは 

老後の不安や心配？ 

成年後見制度とは 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若干、判断能力が低下しているけれども、

日常の金銭管理を社会福祉協議会に任せるこ

とをご理解いただける程度の判断能力をお持

ちの場合は、社会福祉協議会の「地域福祉権

利擁護事業」をご利用できます。これも、広

い意味で成年後見の一環と思います。成年後

見制度の枠組みには入っていませんが、類似

の制度かなと思います。 

 

 

   

 

「保証人・身元引受人」は後見人には出来

ません。 

後見人は法定代理人として、お金の支払い

とかはしますが、他人の借金の保証までは出

来ません。現実的にする、しないとは別に、

法律上「後見人には出来ない」ということで

す。 

また、「医療行為の同意」も後見人は出来ま

せん。法律では、原則本人です。法律的には

出来ませんが、現実的には同意することがあ

ります。 

法的に権限のない人が同意して効力がある

のか疑問ですが、現実的にはお医者さんも一

番困っておられるだろうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「葬儀（死後事務）」ですが、これも後見人

には出来ません。後見人は、ご本人が生きて

いる間はその方の代理が出来るんです。亡く

なられた瞬間に代理権はなくなります。民法

では、亡くなられたらその方の財産はすべて

相続人に帰属します。 

 「葬儀をきちんとしてほしい」「納骨はここ

に」「永代供養」等をすべてきちんとやっても

らおうとすると、「死後事務契約」を別にして

おいていただかないとできません。ただ、認

知症の方は無理ですから、判断能力が十分あ

って「こうなった時にはこうして欲しい」と

お考えがあって出来ることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民後見人養成講座が 
スタートしました！ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

すでに大阪市では 2007 年度から、岸
和田市では昨年 2011 年度から市民後見

人養成事業を実施しています。  
市民後見人の人材育成をうたった国の

「老人福祉法改正」（2012 年 4 月施行）、

「障害者総合福祉法」（2013年4月施行）
を受け、大阪府が府内市町村とともに今年
度から養成事業をスタート。 

7 月 9 日にオリエンテーションが行わ
れ、書類審査を経て 8 月末から基礎講習が
開始されました。 
参加市町村は高槻市、豊中市、富田林市、

岸和田市、河内長野市。泉南市、阪南市、
忠岡町、岬町の 7 市 2 町。 
高槻市からの受講者は 22 名、全体では

66 名が基礎講習に参加しました。 

 WAKWAK からは岡本代表理事が参
加。4 日間の基礎講習の後、実務講習・施
設実習が 3 月まで行われ、すべてを終了し
て面接審査の後、市民後見人バンク登録と
なります。 

 

社会福祉協議会の地域権利擁護事業 

 

「保証人・身元引受人」「医療行為の同意」

は後見人で出来ない 

死後については「死後事務契約」が必要 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者に判断能力がない、あるいは判断能

力が不十分な場合に、事後的な措置としてそ

の方の代理人になるのが「法定後見制度」で

す。 

利用者に完全ではないが判断能力がある場

合が「任意後見制度」です。 

自分が認知症になった場合はこうして欲し

い」とか、「終末医療についての希望」とか今

後そういうことを取り決めておくことも必要

になってくると思います。  

ご自分がまだ十分判断能力がある時に「こ

れから判断能力がなくなってきた時にどうし

て欲しいのか」を信頼できる方（弁護士、司

法書士とか専門家でなくてもお友達でも親族

でもどなたでも構いません）を選任しておか

れた方が良いと思います。 

 

 

  

成年後見制度がスタートしていない旧制度 

（禁治産・準禁治産）の平成 11 年度で後見

（禁治産）は 2,963 件、保佐（準禁治産）は

671 件。両方足しても、4,000 件にもなっ

ていませんでした。 

 成年後見制度がスタートした平成 12 年に

は後見が 7,451 件、保佐が 884 件だったの

が、平成 23 年には申立件数が 31,402 件に

なっています。平成 12 年からすると 3 倍以 

 

 

 

 

 

 

上です。毎年 3 万人以上の申し立てが続いて

いますが、高齢者・障がい者全体の数から比

較するとまだまだ利用されていません。 

 これには、受け皿側の問題もあります。専

門職が確保できていません。だから、市民後

見人の養成も必要になってきます。 

 

 

 

 次に本人と成年後見人の関係です。平成 12

年は子ども・親・配偶者・兄弟姉妹・その他

親族で 90.9%、残りの 9,1%が専門職その他

であったのが、平成23年では親族は55.6%、

親族以外の方が 44.4%とほぼ同じくらいに

近づいています。 

 弁護士会でもそうですが、司法書士会でも

リーガルサポートに入っているのはおそらく

2 割ぐらい。大阪に司法書士は 2,200 人ぐら

いいるんですが、400 名ちょっとでまだまだ

成手が少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年から弁護士、司法書士、社会福祉士に

加え、行政書士の他に税理士、精神保健福祉

士が数字でもカウントできるまでになり、市

民後見人も 92 件になっています。色んな職

種や法人が、あらゆる場面で後見人の受け皿

になっていかないとだめだと思います。 

  

 

 

近年、遺言をされる方も増えてきています。 

親、配偶者の義務としてきっちりとしてお

くべきと思います。 

 一つには死亡後の相続等に関する争いの種

を残さない。 

二つ目には、家族への思いとか寄附の意思

等を明確にしておく。 

三つ目には、障がいを持っておられるお子 

二つの成年後見制度―法定後見と任意後見

― 

 

成年後見申立件数は１０年間で３倍に 

 

親族以外の後見人が増加 

遺言で意思を明確に伝えておく 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さんがおられたらその看護とか、できるだけ

多くその方に財産を相続したいとか。 

 実際に必要な場合として、夫婦間に子ども

がいないケース。ご主人が亡くなった時は、

ご主人のご兄弟と共同の相続になります。そ

うすると、現に、自分たちが住んでいた家の

取り扱いの件でもめることがあります。 

子どもが不仲のケースも親が遺言で意思を

明確にしておく必要があると思います。 

 

 

 

遺言には、まず「自筆証書遺言」というの

があります。 

これは、遺言する人が遺言の全文を書かれ

て日付を入れて、お名前を自分で書かれて印

鑑を押す遺言です。ですから、パソコンとか

ワープロで打ったのはだめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、「公正証書遺言」。 

これは公証人役場でつくるんですが、通常

は司法書士とか弁護士が事前に文案をご相談

させていただいています。それを公証人が公

正証書遺言という形に変えて、ご本人が公証

人役場に行かれた当日にその内容を確認され

て公正証書遺言になります。 

三つ目が「秘密証書遺言」です。 

書かれて封筒に入れておくのですが、ご本

人が亡くなられた後、自筆証書遺言、秘密証

書遺言とも家庭裁判所で「検認」という手続

きが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

「検認とは、相続人に対し遺言の存在およ

びその内容を知らせるとともに、遺言書の形

状、加筆訂正の状態、署名など遺言の内容を

明確にして遺言書の偽造・変造を防止するた

めの手続き」で、遺言の有効・無効は判断し

ません。 

我々が一般的に勧めるのは「公正証書遺言」

です。一番、無難かなと思います。 
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遺言には３種類 

 

 

 

 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ:「成年後見人はどんなことをしてくれる

のでしょうか。死ぬまでは見てくれる

が、死んだ後の葬儀手続き・死後の整理

等はしてくれないと聞いたのですが？」 

 

Ａ:成年後見人は生きている間の仕事なの

で、法律的には死後の手続きは出来ませ

ん。ただ現実には、葬儀とか緊急を要す

るので、遺体の引き取りとか葬儀とかは

権限がないけれども、相続人の方がおら

れたら事前に御連絡して「ご本人の財産

の中からこういう費用を使いますがよ

ろしいでしょうか」と対応するケースが

私の場合にはあります。 

 

 

Ｑ：「成年後見を利用した際に費用はいく

らぐらいかかるのでしょうか？」 

 

Ａ：成年後見人の報酬のことをおっしゃっ

ていると思います。 

これは後見人が決めるのではなく裁

判所が決めます。同じ仕事をしたとして

も、預貯金が 100 万円の人と 1,000 万

円の人とでは出てくる報酬は違います。

仮に、年間 30 万円かかるとしても 100

万円の方が30万円を出すとしたらその

方の生活が成り立たなくなります。そう

いう場合は極めて低額にするとか、費用

申し立てそのものを控える事もありま

す。 

認知症になって生活保護のケースで

あっても、行政の補助とか利用しながら

その範囲での報酬になりますので、報酬

の点は心配されなくてもよいと思いま

す。 

 

 

Ｑ：「息子 2 人のうち、1 人が知的障がい

者です。親亡き後の遺産相続・財産管理

等、どのようにすればよいのか？」 

 

Ａ：障がいのある方への相続を遺言でされ

ておく。そして、お母さんがお元気なう

ちに後見申立てをして後見人なり保佐

人になられておいて、万が一、亡くなら

れた時は引き継げるように手続きを進

めておかれた方が良いと思います。 

 

会場からの質疑 

Ｑ：「成年後見制度を受けるにはどんな条

件があるのか」「ご本人の状態がどの程

度で成年後見が妥当とされるのか？」 

 

Ａ：成年後見をされる際には、家庭裁判

所に診断書を出します。精神科の医師

のことが多いのですが、かかりつけの

主治医さんがおられたらご本人さんの

判断能力の状態を診断していただい

て、「判定についての意見」のところに

「自己の財産を管理し処分することが

出来るかどうか」の項目があり、「出来

ない」にチェックされると申し立てが

出来ます。 

「自己の財産を単独で処分する事が

出来る」というところにチェックが入る

と、成年後見は必要がないということに

なります。 

一番軽い場合では「補助」、その次が

「保佐」、そして「後見」となります。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：「親族の後見人が減少していることにつ

いて、親族が勝手に取ってしまうとかの影

響はあるのでしょうか？」 

 

Ａ：親族が勝手に使ってしまう事件もそれな

りにあることはあります。ただ、後見人を

誰が監督しているかと言えば、後見監督人

を選任した場合は監督人がしますが、一般

的には家庭裁判所が監督しています。 

  ただ、数が増えると家庭裁判所で中々監

督しきれないというのもあります。結果的

に、本人のためではなく後見人が自分のた

めに使ってしまうケースが多いので、家庭

裁判所の意識としては「この方にしてもら

うとちょっとまずいなあ」とか「資産の多

い方は専門家にしておこう」という考えは

間違いなくあると思います。 

  しかし、身上監護とかご本人の面倒をみ

るとかは親族の方が良いので複数で後見

人になって療養看護や身上監護は御親族

が、金銭管理は専門家がやるというのも考

えられています。 

 

 

Ｑ：「複数というのは例えば、兄弟で３

人でも４人でもいいということでし

ょうか？」 

 

  お父さんが認知症になられて、兄弟

それぞれが牽制し合っている場合は、

家庭裁判所は双方とも選任せず、専門

家を選任します。「自分たちがなりた

い！」とおっしゃっても不適当としま

す。 

後見人を誰にするかは、家庭裁判所

の専権事項です。 

 

 

Ｑ：「障害のある子どもがいるんですが、

兄弟がしっかりしている場合でも、親

族以外の後見人についていただくこ

とは可能なのでしょうか？」 

 

  申し立てされた方が親族以外をご

希望されれば、親族以外の選任は可能

です。同意は必要ではありませんが、

一般的には関係者の同意書をいただ

きます。 

  「自分たちでは大変だから専門家に

なってほしいんだ」ということであれ

ば全く問題はないです。専門家の場合

は報酬が発生します。親族でも報酬の

申し立ては出来ますが、一般的には取

られないことが多いので、第三者の専

門家に頼まれると報酬が発生する事

を承知ください。 

 

Ｑ：「市民後見人養成事業の現状は？」 

Ａ：（長寿生きがい課副主幹：国廣菜穂子さん） 

   高槻市においても今年度からの事業ですのでこれからです。 

大阪市、岸和田市とかではすでに実施されていて、市民後見 

人として選任された方がおられると聞いています。 

 養成講座、実務講習、面接を経て後見人バンクに登録して 

いただきます。市長申立ての際に、例えば施設に入所されて 

いて身寄りがいないとか相続とかでもめることのないケース、普段のお小遣いを管理するよ

うな専門家でなくてもよい比較的問題がないケースについて、受任調整会議で誰が適当かを

選んだ上で裁判所に候補者として申立てをするという事で予定しています。 

 

 

 



 

 

 

 

 

どんな障がいがあっても地域の中であたり

まえに安心して暮らしていける「生活支援の

場づくり」が必要です。 

つながり後援会家族会ひだまりでは、親亡

き後の生活支援の場づくりにむけて「ケアホ

ーム部会」が設置されました。 

6 月末には北摂杉の子会が 4 月に高槻市奈

佐原に開設した重度障がい者のためのケアホ

ーム「レジデンスなさはら」を見学。7 月に

は、ケアホームについてのニーズ集約とあわ

せワークショップを開催しました。 

9 月には、茨木市内の府営玉櫛住宅建替え

に伴う福祉活用についても現地見学を行いま

した。WAKWAK も富田富寿栄住宅建替事業

の先導モデルと地域福祉のグランドデザイン

づくりへの取り組みを共に進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元の富田富寿栄老人会のみなさんによっ

て復活した「盆踊り大会」を今年から実行委

員会を立ち上げて開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「風の子文庫」によるクイズと紙芝居、「パ

ペットエイミー」さんの腹話術、「くらし創

造の家・朋」の沖縄三線による沖縄民謡の後、

地元出身の天光軒新月さんの江州音頭と生の

太鼓が響きました。 

地域再生へまちづくりの輪が広がります。 

 

 

 

NPO や市民活動団体が集まる協働フェス

タが今年も、10 月 13 日（土）に生涯学習セ

ンター１F で開催されます。タウンスペース

WAKWAKも活動紹介のパネル展示を行いま

す。秋のフリマとも同時開催です。 

是非、お立ち寄りください。 
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六
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見
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成
年
後
見
制
度
学
習
会
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記
録
集
に
つ
い
て
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別
途
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し
て
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す
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で
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下
、
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民
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。
新
し

い
公
共
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担
い
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と
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頑
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っ
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（
岡
） 

WAKWAK の事業報告  

つながり後援会家族会ひだまりと 

障がい者ケアホーム整備について勉強会 

 

地域コミュニティ再生へ 

 富田富寿栄盆踊り大会が盛況に開催 

たかつき協働フェスタに参加します 

 

 

 


